
　福祉を取り巻く環境は、年々、複
雑かつ難しいものとなっています。
このような中、川口市民生委員児
童委員協議会では、高齢のかたや
障がいをお持ちのかたへのサポート
や子どもたちの健全な成長のお手
伝いなどの活動をしております。
　みなさんの中で「何か気になるこ
と」がありましたら、まずはお近くの
民生委員・児童委員にお声かけい
ただければと思います。
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幸せのめばえを示す四つ葉の
クローバーをバックに、民生委
員の「み」の文字と児童委員を
示す双葉を組み合わせ、平和の
シンボルの鳩をかたどって、愛
情と奉仕を表しています。

民生委員の
マークの由来

2017.5　広報かわぐち2017.5　広報かわぐち 63

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
を
抱
え
て
困
っ
て
い
る
か
た
や
援
助
を
必
要
と
す
る
か

た
か
ら
相
談
を
受
け
、
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
や
援
助
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
同
じ
地
域
の
住
民
と
い
う
立

場
で
相
談
に
乗
り
、関
係
機
関
へ
と
つ
な
ぐ
パ
イ
プ
役
と
し
て
、問
題
を
解
決
す
る
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

一人で悩まないで！
「誰かに話してみたい」と思ったら
お気軽にご相談ください。

今年は民生委員制度
　　　創設１００周年です！ 見
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民生委員・児童委員 厚川 葉子さん

地域の実情に詳しく、社会福祉の増
進に意欲的なかたが、町会・自治会

の推薦を受け、市と県を通じて、厚生労働
大臣から委嘱されるボランティアです。

　また、すべての民生委員
は、地域の子どもたちが安心
して暮らせるように相談・支
援をおこなう「児童委員」を
兼ねています。

民生委員・児童委員とは？Q1
A 誰もが住み慣れた川口で安心して暮ら

せるよう、さまざまな活動をしています。
主な活動
病気などで生活に困っているかた、高齢者
や障害のあるかた、子育てに不安のあるか
た、そしてその家族の相談・支援
ひとり暮らしの高齢者宅な
どの訪問活動
学校を長期欠席するように
なった子どもへの対応

どんな活動をしているの？Q2
A

生活に対する悩みや不安があ
れば、気軽に相談してください。

こんな相談待ってます！
病気やけがの影響で生活に困っ
ている
子どもの非行や不登校に悩んで
いる
高齢になり、一人暮らしで心細い
福祉サービスについて知りたい

どんな時に相談したら？Q3
A 民生委員・児童委員はそれぞれ担

当地区を受け持っています。不明な
かたは、福祉総務課に連絡すると、担当の
民生委員が分かります。民
生委員・児童委員は個人の
人格を尊重し、秘密を守るこ
とが法律で義務付けられてい
ます。

担当の民生委員がわからない。
また個人情報の漏えいが心配？Q4

A

問い合わせ…福祉総務課  A048-259-7647  E048-255-3188

教えて！
民生委員・児童委員さんQ&A

民生委員・児童委員

久保 啓子さん

民生委員・児童委員

飯塚 哲夫さん

主任児童委員

須嵜 孝さん

民生委員・児童委員

倉持 みよ子さん

地域に寄りそう①

　誰もが安心して暮らせる社会を
築くためには、地域に住む人々が
罪を犯した人たちの更生について
理解を深めていくことが大切です。
私たち保護司は、罪を犯した人た
ちの立ち直りを支援するとともに、
犯罪や非行を防止する活動を行っ
ています。
　これからも、地域社会や学校など
と連携しながら、明るい社会づくり
の実現に向けて努力してまいります。
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地域に寄りそう②

川口地区では、平成29年4月１日現在、
124人の保護司が活動しています。地

域の実情に詳しく社会的信望の厚いかたが、
保護観察所の選考会を経て、法務大臣から委
嘱されます。
社会奉仕の精神をもって、犯罪をしたかたの改
善・更生を助け、犯罪予防のため世論の啓発に
努めています。

保護司とは？Q1
A 犯罪や非行をしたかたの改善・更生を

手助けしています。
主な活動

保護観察…保護観察を受けているかたとの
面接を通じて、生活行動指針に即して生活・
行動するよう指導し、生活上の助言や就労
の援助などを行い、立ち直りを助けます。
生活環境の調整…少年院や刑務所に収容さ
れているかたが、釈放後
スムーズに社会復帰を果
たせるよう、釈放後の帰
省先の調査、引受人との
話し合い、就職の確保な
どを行い、必要な受入態
勢を整えます。

どんな活動をしているの？Q2
A

さまざまな関係団体と協力して、犯罪や非
行防止を広く呼びかけています。

主な活動
犯罪予防活動…毎年７月は“社会を明るくする
運動”強調月間として、街頭キャンペーン、講演
会、シンポジウム、ミニ集会などのさまざまな活
動を展開します。

学校との連携による非行防止
活動…近年、中学生による凶
悪重大な事案が後を絶たない
ため、学校と連携し、非行防止
活動を推進します。

経験豊富な保護司が常駐し、地域の
犯罪・非行に関する相談や、更生保

護に関する情報提供などを行っています。
気軽に相談してください。

川口地区更生保護サポートセンター
住所：南鳩ヶ谷6-8-16

やすらぎ会館1階
電話：048-229-0865
ＦＡＸ：048-229-0868
開所日：火～土曜日　

10：00～16：00

犯罪や非行を未然に防ぐには？Q3
A

相談したいときは？Q4
A

問い合わせ…福祉総務課  A048-259-7647  E048-255-3188

教えて！保護司さんQ&A
保護司

田中 健次さん

保護司
磯貝 輝男さん

保護司
石山 則廣さん 更生保護のシンボルマーク

保護司
瀧沢 公夫さん

あなたを支える地域のちからがあります！
お気軽にご相談ください。


